
- 0 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

参加者向け補助金 申請の手引き 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

周 南 市 

 

 

 

 

 

 

 



- 1 - 

 

周南市ふるさとワーキングホリデー事業補助金（交通費支援）について 

制度概要 

補助対象者 
本市が企画・募集する周南市ふるさとワーキングホリデーに申し込み、参

加する者。 

補助内容 

①または②の方法によって、自宅から受入事業者へ通勤する際の交通費を

支援します。 

①公共交通機関（鉄道・バス・船）を利用する場合 

 ②公共交通機関以外（自転車・バイク・車などの交通用具）を利用する場合 

補助上限額 

1 人につき上限 3 万円 

※算出した交通費が上限を下回る場合はその額とします。 

但し、金額に千円未満の端数があるときはこれを切り捨てた額とします。 

補助額の算

出 

（①公共交通機関を利用する場合） 

・通勤する際に利用した公共交通機関の往復運賃×勤務日数 

（②公共交通機関以外を利用する場合） 

・通勤距離（片道）に応じた日額(※下表のとおり)×勤務日数 

交通用具を使用する距離（片道） 金額(日額) 

２キロメートル未満 0 

２キロメートル以上５キロメートル未満 100 

5 キロメートル以上 10 キロメートル未満 210 

10 キロメートル以上 15 キロメートル未満 360 

15 キロメートル以上 20 キロメートル未満 500 

20 キロメートル以上 25 キロメートル未満 650 

25 キロメートル以上 790 
 

補助額算出

の注意事項 

〇交通費は、実際に利用する交通手段による経済的かつ合理的な経路によ

り算出したものとします。 

〇市外に住所を有する者は、上記により算出した経路において、最初に通

過する周南市内の駅、バス停、又は地点から算出した額とします。 

〇交通費は①または②のいずれかにより算出した額とし、両方共を申請す

ることはできません。 

〇徒歩での通勤を行った場合や、自宅や大学付近から就業先までの送迎が

あった場合には、補助金の申請は出来ません。 

補助金の返

還 

次の場合には、補助金全額を返還していただきます。 

・虚偽の申請、その他不正な手段により補助金等の交付を受けたとき。 

概算払 
・通勤に要する交通費が高額のため、支払いが困難な場合など、適正な 

理由があれば、補助金を先に支払う方法（概算払）も利用できます。 

その他 補助金の交付回数は、同一参加者につき 1 年度につき１回限りとします。 
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申請方法及び手順 

⑴概算払によって補助金を受け取りたい場合 

手順 提出書類等 

1.交付申請書 

の提出 

※周南市版ふるさとワーキングホリデーの参加が決まった後に、速やかに 

メール・郵送・持参にて申請をしてください。 

⑴周南市ふるさとワーキングホリデー事業補助金交付申請書（別記様式第１号）  

⑵誓約書（別記様式第 2 号） 

⑶申請者の現住所及び本人確認ができる書類（運転免許証等）の写し 

⑷周南市ふるさとワーキングホリデー事業交通費予定（実績）書（別記様式第３号） 

⑸［公共交通機関を利用する場合のみ］ 

通勤に要する運賃や経路区間の詳細がわかる資料 

⑹［公共交通機関以外を利用する場合のみ］ 

通勤に要するルートやその距離がわかる資料 

2.交付審査 提出された書類の内容を確認、審査します。 

3.交付決定通 

知書の送付 
審査後、問題なければ交付決定通知書を送付します。 

4.概算払請求

書の提出 

⑴周南市ふるさとワーキングホリデー事業補助金概算払交付請求書（別記様式第８号）を

市へメール・郵送・持参にて提出して下さい。 

5.口座振込 請求書に記入された口座に振り込みます。 

6.参加終了 
周南市版ふるさとワーキングホリデーへの参加終了後、速やかに実績報告

の提出をお願いします。 

7.実績報告書

の提出 

※参加終了後に、速やかにメール・郵送・持参にて報告をしてください。 

⑴周南市ふるさとワーキングホリデー事業補助金実績報告書（別記様式第９号） 

⑵周南市ふるさとワーキングホリデー事業交通費予定（実績）書（別記様式第３号）  

⑶周南市ふるさとワーキングホリデー事業参加証明書（別記様式第４号） 

 ※受け入れていただいた事業所に提出、証明を発行して貰ってください 

8.実績審査 提出された書類の内容を確認、審査します。 

9.確定通知書 

 の送付 

補助金の額の確定通知書を送付します。 

（補助金をもらいすぎていた場合には、10．の手続により返還していただ

きます。） 

10.返還命令 

 書等の送付 

返還額を示した補助金命令書及び納付書を送付します。 

納付期日までに納付書にて返還をお願いします。 

★申請に関して、分からない点等があれば、お気軽に３ページのお問い合わせ先へお尋ね 

 ください。 
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⑵概算払以外（通常払）で補助金交付を受けたい場合 

手順 提出書類等 

1.交付申請書 

の提出 

※周南市版ふるさとワーキングホリデー参加初日までにメール・郵送・持

参にてご申請下さい。 

⑴周南市ふるさとワーキングホリデー事業補助金交付申請書（別記様式第１号） 

⑵誓約書（別記様式第 2 号） 

⑶申請者の現住所及び本人確認ができる書類（運転免許証等）の写し 

⑷周南市ふるさとワーキングホリデー事業交通費予定（実績）書（別記様式第３号） 

⑸［公共交通機関を利用する場合のみ］ 

通勤に要する運賃や経路区間の詳細がわかる資料 

⑹［公共交通機関以外を利用する場合のみ］ 

通勤に要するルートやその距離がわかる資料 

2.交付審査 提出された書類の内容を確認、審査します。 

3.交付決定通 

知書の送付 
審査後、問題なければ交付決定通知書を送付します。 

4.実績報告書

の提出 

※周南市版ふるさとワーキングホリデーへの参加終了後、速やかに実績報

告をメール・郵送・持参にてご報告ください。 

⑴周南市ふるさとワーキングホリデー事業補助金実績報告書（別記様式第９号） 

⑵周南市ふるさとワーキングホリデー事業交通費予定（実績）書（別記様式第３号）  

⑶周南市ふるさとワーキングホリデー事業参加証明書（別記様式第４号） 

 ※受け入れていただいた事業所に提出、証明を発行して貰ってください 

5.実績審査 提出された書類の内容を確認、審査します。 

6.確定通知書 

 の送付 
補助金の額の確定通知書を送付します。 

7.請求書の 

 提出 

通知書を受領後、周南市ふるさとワーキングホリデー事業補助金交付請求

書（別記様式第７号）をメール・郵送・持参にて提出して下さい。 

8.補助金の 

 支払い 
請求書に記載された口座に振り込みます。 

★申請に関して、分からない点等があれば、お気軽に３ページのお問い合わせ先へお尋ね 

 ください。 

お問い合わせ・書類提出先 

〒745-8655 山口県周南市岐山通１－１ 

周南市 移住交流推進課 移住定住担当 

メール：ijukoryu@city.shunan.lg.jp 

      電 話：0834-22-8341  ＦＡＸ：0834-22-8428 
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記入例 

 Ｒ７   ●  ● 

周南市平原町●－●ハイツ××１０２号 

    周南 太郎 

 

×××-××××-×××× 

 ￥●●、●●● 

周南市〇〇町 1 丁目××番▼▼号 

株式会社 徳山商事 

R7   ●   ●      R7   ●  ■ 

   １０ 

 ￥●●、●●● 

店舗での接客、商品在庫の確認、陳列レイアウトの変更、 
ＳＮＳを通じた情報発信業務 

記載不要です。 

実際に勤務する（予定）の日数を 
ご記入ください。 

別記様式第３号で算出した金額 
をご記入ください。 

いずれかを選択してください。 
概算払…先に補助金を支払う形 

となります。 
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記載不要です。 

記載不要です。 

チェック不要です。 
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 Ｒ７   ●  ● 

周南市平原町●－●ハイツ××１０２号 

    周南 太郎 

記入例 
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 Ｒ７   ●  ● 

周南市平原町●－●ハイツ××１０２号 

周南 太郎 

R7   ●  ●     R7   ●    ■ 

          １４ 

        ４ 

       １０ 

路線バス     大学高専下   江口    ４７０  徳山駅前経由 

470 10 

9,000 

■ 

■ 

バイク 
周南市平原町    周南市西松原 1 丁目 

●―●        ×-× 

5.3 ㎞    ２１０ 

210            10 

2,000 

記入例 

⑴
⡟
⡀
⡐
⑵
⡏
⠥
⠻
⡭
⠬
⡳
選
択
⠸
❸⠵
申
請
下
⠶
⠥
❹ 

➟
※
記
入
例
⡈
⡐
❸両
方
⡉
⡣
⡌
記
載
⡳
⠸
⡇
⠥
⡟
⠺
➠ 

乗車するバス停等、下車するバス停等、片道運賃をご記入ください。 
乗り継ぎを行う場合には、備考欄に経由地をご記入ください。 

自宅、就業先の事業所、片道の距離、距離に応じた金額（下表）を 
ご記入ください。 

合計金額の千円未満切り捨て 

合計金額の千円未満切り捨て ※複数の就業先で勤務したなど、この書
面だけでは記載出来ない場合などがあ
ればご連絡ください。 
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￥●，●●● 

上記で算出した金額を転記 
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記入例 

    Ｒ７  ●  ● 

周南市平原町●－●ハイツ××１０２号 

周南 太郎 

    XXX  XXXX  XXXX 

￥●●，●●● 

￥●●，●●● 

R7  ●  ★    周移  XXX 

▲▲銀行 

       

・・・・・・・・ 

シュウナン タロウ 

周南 太郎 

市からお送りしている「補助金決定
通知書」に記載のある金額・日付・
文書番号を記入してください。 


